
経営志林 第45巻 2 号 2008年 7 月  1 

〔論 文〕 

フランス連結会計基準の国際的調和 (16) 

 

 

大 下 勇 二 
 

1 ．はじめに 

2 ．国際的調和化に対するフランス会計制度のス

タンス 

3 ．フランス連結会計基準 

( 1 ) 連結範囲の決定基準 

( 2 ) 作成免除（連結免除） 

( 3 ) 連結禁止・連結放棄 
（以上第35巻第 4 号） 

( 4 ) 連結範囲に関する事例 

( 5 ) 1998年12月のプラン・コンタブル連結会

計規定の改正 

( 6 ) 連結会計の基本原則 
（以上第36巻第 2 号） 

( 7 ) 個別計算書類の再処理 

( 8 ) 個別計算書類の義務的再処理 

① 同質性の再処理 

② 税法の適用だけのために行なわれた会

計処理の影響の除去を目的とする再処理 
（以上第36巻第 3 号） 

③ 繰延税金の会計処理から生ずる再処理 
（以上第37巻2号，第 3 号，第 4 号） 

( 9 ) 個別計算書類の選択的再処理 

① 商法典およびプラン・コンタブル

（PCG）により認められたオプション 
（以上第38巻第 1 号） 

② D248－ 8 条オプション 
（以上第39巻第 2 号） 

③  6 条オプション 
（以上第39巻第 3 号） 

(10) 外貨換算会計 
（以上第39巻第 4 号，第40巻第 1 号） 

(11) リース会計 
（以上第40巻第 4 号） 

(12) 連結計算書類の作成基準 

① 資本連結 

1 ) 1968年国家会計審議会（CNC）勧告

書における資本連結の特徴 

2 ) 1968年国家会計審議会（CNC）勧告

書の適用例 
（以上第43巻第 1 号） 

3 ) 1968年国家会計審議会（CNC）勧告

書の資本連結の問題点 

4 ) 1978年国家会計審議会（CNC）報告

書案および1982年プラン・コンタブ

ル・ジェネラルの連結会計規定 
（以上第44巻第 3 号） 

5 ) 1970・80年代におけるフランス多国

籍企業グループの資本連結処理 
（以上第45巻第 1 号） 

6 ) 第一回連結差額の処理と無形資産

の計上問題 
（以上本号） 

 

6 ) 第一回連結差額の処理と無形資産の
計上問題 

ａ. 論点整理 

① 1982年プラン・コンタブル・ジェネラル 

(PCG) の連結会計規定 

(1)  第一回連結差額の処理 

1) 原則法 

既述のとおり, 1982年プラン・コンタブル・ジ

ェネラル (PCG) における1986年連結会計規定に

よれば(1), 第一回連結差額 (わが国の ｢連結調整勘

定｣ に相当) は, 取得時点の被取得企業 (子会社) 

の取得原価と当該企業の自己資本における取得企

業 (親会社) 持分部分との差額であり, ｢評価差

額｣ と ｢取得差額｣ に分解される (PCG, pp.
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Ⅱ.143-144)。 

評価差額は一定の識別可能資産に割当てられ, 

再評価に伴なう自己資本の増加部分は取得企業持

分と少数株主持分に振り分けられる (全面時価評

価法の採用) (PCG, p.Ⅱ.144)。 

評価差額は, 割当てられた資産に適用される規

則に従い, 償却または引当金により減価の対象と

なる (PCG, p.Ⅱ.145)。 

2) 簡便法の容認 

第一回連結差額が評価差額と取得差額に分解で

きない場合, 簡便法により全額を ｢取得差額｣ と

して計上することが認められる (PCG, p.Ⅱ.144)。 

(2)  取得差額の処理 

1) 取得差額の性質  

取得差額は, 特定の識別可能資産に割当てるこ

とのできない残余である。正の取得差額は連結

B/S 上資産計上され, 負の取得差額は危険引当金

に近いものとして, 危険・費用引当金に計上され

る。負の取得差額の危険・費用引当金としての計

上は例外的なものとされ, 正の取得差額が存在す

る限り, これから減額するものとされる (PCG, p.

Ⅱ.144)。 

2) 正の取得差額の規則的償却 

正の取得差額は, 償却プランに従い, 例外なく

償却される (規則的償却)。償却期間は定められて

おらず, 取得時に考慮した前提または目標を可能

な限り合理的に反映しなければならないという条

件が付されているものの, その決定は経営者に委

ねられている。特殊な事情がある場合にのみ償却

プランに基づく償却費に加えて, 減価引当金が設

定される (PCG, p.Ⅱ.146)。 

3) 負の取得差額の利益戻入れ 

負の取得差額は, 予想されかつ認識された子会

社の低収益性を埋め合わせるためあるいは支配獲

得時に予想され損益として認識された費用または

割当て不能評価減価を填補するため, 危険引当金

の利益への戻入れが行われる。また, 戻入れプラ

ンに従い損益に計上されることもある。戻入れの

方式に関する詳細は, 注記・附属明細書に開示さ

れねばならない (PCG, p.Ⅱ.146)。 

4) 取得差額の自己資本計上 

例外的なケースとして, 取得差額を自己資本に

計上することができる。この場合, 注記・附属明

細書に正当な理由を開示しなければならない 
(PCG, p.Ⅱ.144)。 

② 論点 

1986年 PCG 連結会計規定の施行後, 第一回連

結差額の処理に関して実務上の問題点が指摘され, 

これに対して種々の議論が展開された。第一回連

結差額の処理に関する議論として, 第一回連結差

額の分解処理, 簡便法の安易な採用, 商標・ブラ

ンドなどの無形資産への計上の可否とその後の処

理, 危険・費用引当金の計上問題, 取得差額の処

理, 規則的償却の場合の償却期間, 自己資本計上

処理などの点が挙げられた。 

(1)  第一回連結差額の処理に係る議論 

1) 簡便法の容認 

既述のとおり, 第一回連結差額の評価差額と取

得差額への分解を行わず, 安易に簡便法を採用す

る企業グループが多く見られた(2)。例外的な方法

である簡便法があたかも原則であるかのような現

状を放置しておくのか否か。簡便法の容認を継続

するのか否か。 

2) 無形資産の計上の可否 

第一回連結差額の分解処理において, 商標・ブ

ランド等の無形資産を計上する企業が見られた(3)。

このような無形資産の計上を容認するのか否か。

容認する場合にはいかなる条件の下で計上を認め

るのか。当該問題は, 無形資産の一般的計上問題

にも波及する極めて重要な論点となる。 

3) 危険・費用引当金の計上 

負の取得差額の危険・費用引当金としての処理

は, PCGによれば正の取得差額が存在しない場合

の例外的な取扱いとなっているが, その位置付け

が適切なのか。むしろ, 第一回連結差額の分解処

理において, 評価差額の一部として危険・費用引

当金を認識する方が適切なのではないか。すなわ

ち, 被取得企業の取得原価の構成要素として捉え

ることの適否が大きな議論となる。 

特に, 取得側企業で取得に係る統合プログラム

が策定され, 被取得企業の大幅な事業再編, リス

トラ等が予定されている場合に, これらリストラ
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費用を取得原価の構成要素として, つまり危険・

費用引当金として個別化して計上できるか否かが

論点となる。 

(2)  無形資産のその後の取扱い 

1) 無形資産に割当てられた評価差額の処理：

償却説と非償却説 

第一回連結差額の分解に基づき, 評価差額の一

部を無形資産に割当る処理を是認するならば, 当

該部分のその後の処理が大きな問題となる。 

実際, 既述のとおり, BSNグループとルイビト

ン･モエエネシーグループは第一回連結差額の一

部を商標・ブランドに計上し, 非償却処理を採用

していた。しかも, これら資産の金額は多額に上

っている。 

無形資産に割当てられた評価差額部分は償却性

のものか否か。この点が, 個別計算書類における

無形資産の一般的取扱いも含めて, 極めて重要な

論点となる。 

2) 減価償却と減価引当 

既述のとおり, 評価差額は, 割当てられた資産

に適用される規則に従い, 償却または引当金によ

り減価の対象となる (PCG, p.Ⅱ.145)。 

1982年プラン･コンタブル・ジェネラル (PCG) 

によれば, 減価償却とは ｢使用, 時の経過, 技術

変化, その他のすべての原因から資産項目に生ず

る価値の減少を会計的に認識することである。こ

の価値の減少を測定することは困難であるから, 

一般に減価償却は, 正規の償却の場合, 資産の価

値を予定耐用年数に配分することよって行われる。

この配分は償却プランの形をとり, 配分計算は

種々の方式を用いて行われる｣ (PCG, p.Ⅰ.19)。 

これに対して, 減価引当金とは ｢その効果が不

可逆的と判断されない原因から生ずる資産価値の

減少を会計的に認識したものである｣ (PCG, p.

Ⅰ.38)。 

すなわち, 減価償却と減価引当の相違はその減

価が不可逆的か否かにある。前者は使用, 時の経

過, 技術変化等により不可逆的と考えられるのに

対して, 後者は不可逆的なものと判断されない 

(可逆的)。また, 前者は価値の減少を測定するこ

とは困難であり, 従って機械的に配分計算を行う

のに対して, 後者は資産価値の減少を会計的に認

識できることが前提となる(4)。 

しかし, 第一回連結差額から割当てられる無形

資産の処理に関して, PCGはルールを明確にして

いない。 

3) 償却説と非償却説 

第 1 図表は, 当時の無形資産に関する処理をま

とめたものである。これによれば, 商標・ブラン

ドは減価引当について, 販売網および市場シェア

の二つは規則的償却を行うことの適否について議

論が生じていたとがわかる。従来から計上されて

いる ｢営業権｣ や ｢標識および商号｣ の処理をめ

ぐっても論争が存在した。 

 
第 1 図表 無形資産の処理 

無形資産の性質 会 計 処 理 
 規則的償却 減価引当金 

研究開発費 ○  
許認可に基づく営業権 (Concessions) ○  
特許権, ライセンス ○  
商標・ブランド  論 争 
製造方法, 類似の権利･価値 ○  
賃貸借権  ○ 
営業権 (fonds commercial) 論 争  
標識および商号 論 争  
ソフトウェア ○  
販売網 論 争  
市場シェア 論 争  
研修・教育費 ○  
出所：Delesalle, F., Suivi comptable des écarts d'évaluation 
et de l'écart d'acquisition, Pratique françaises, étrangères 
et internationals, 1ére partie, Économie et Comptabilité, n
º180, septembre, 1992, p.5. 

 
個別計算書類における無形資産の会計処理は, 

関係する要素の永続性を保障する法的保護がある

かないかにより異なるものとされた。すなわち, 

法的保護がある場合, 規則的償却は行わないもの

とされた (非償却説)。偶発的減価が生じたときに, 

引当金 (減価引当金) を通じて認識されるだけであ

る。 

これに対して, 法的保護がない場合 (特に営業

権のケース), いかなる規則も償却義務を規定して

いないので, この処理をめぐって論争が存在した。

唯一の基準となる条項は1978年 7 月25日 EC 指令

第 4 号 (第34条－1a と第37条－ 2 ) であり, それは, 

最大 5 年の期間での営業権の償却を規定するが 

(償却説), 期間が当該資産の使用期間を超えない
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こと, 注記・附属明細書で正当な理由が記載され

ることを条件に,  5 年を越える期間 (場合により究極

的には無限) を認める選択権を加盟諸国に付与した。 

当該選択権の付与にあたって, EC 理事会は, 

賃借権や商号のように特別の法的保護を受ける要

素に関わるものでないことを明確にした。 

フランスでは, PCGが営業権の使用の条件・方

式を明確にすることなく, ｢営業権償却｣ 勘定だ

けを設定した。そこで, 営業権は法的に保護され

ない要素を含むのか否かという問題が提起された。

同じ問題が連結計算書類のレベルでも提起される。 

(3)  取得差額の処理 

取得差額の最も適切な処理はいかなる処理か。

この点が大きな論点となる。 

1) 正の取得差額の処理方法：維持説と除去説 

正の取得差額の処理に関しては, 連結 B/Sにお

いて取得差額を維持するのかまたは除去するのか

で意見が二分される。前者を維持説, 後者を除去

説と呼ぶことにする。 

維持説では, 取得差額は基本的に取得時の取得

価額で連結 B/S上の資産の部に維持される。これ

に対して, 除去説では, 一定の方法に基づき連結

B/S 上の資産の部から除去される。この方法には

複数の方法が考えられる。いずれの処理方法を採

用するかにより, 財政状態および経営成績に対す

る影響は全く異なる。PCGは, 既述のとおり, 除

去説 (規則的償却) を採用した。 

2) 維持説の根拠 

維持説は, 取得差額の連結 B/S上からの除去を

不要と考えるものである。その根拠としては, 次

のものが挙げられる(5)。すなわち, 

・個別に識別された無形資産と同様に, もし毎

年, 取得差額の価値を検証できる場合には, 

減価償却 (規則的償却) は適切な処理方法で

はない。 

・償却期間が恣意的に定められる。 

である。 

3) 除去説の根拠 

除去説の根拠として, 次の 2 つの理由が挙げら

れる(6)。すなわち, 

・将来利益の資本化額としての取得差額 

取得差額は, 取得者がその取得から合理的に期

待した予想利益と考えられる。これら期待利益の

実際の実現は, 資本化された形態での資産の維持

を否定するものである。そこで, 期待利益の実現

の程度に応じて取得差額を除去するのが適切な処

理となる。また, 期待利益が実現しないことがわ

かった時点で, 即時の除去を検討すべきことになる。 

・自己創設の無形要素の非計上 

正常に活動している企業は ｢のれん (survaleur)｣ 

を生み出す。それは, いわゆる自己創設のれんで

あり, 広告宣伝費, 研修費等の支出により維持さ

れると見られる。しかし, 一般に, ｢自己創設のれ

ん｣ の計上は制度的に認められていない。取得差

額は自己創設のれんが取得により表に出てきたも

のであり, 自己創設のれんの処理との整合性の点

から, 連結 B/Sから取得差額を何らかの方法で除

去すべきであると考える。 

4) 除去説における除去方式 

除去方式に関しては, 除去が即時か一定期間か, 

損益計算書を経由するか否かにより, イ)一定期

間にわたる規則的償却, ロ)自己資本に一定期間

分割計上, ハ)費用に即時計上および二) 自己資

本に即時計上の 4 つの除去方式が考えられる。ロ)

と二) の方法は損益計算書を経由しない方法である。 

イ) 一定期間にわたる規則的償却 

規則的償却は, 損益計算書を経由して, 一定期

間にわたって取得差額を規則的に除去する方式で

ある。当該方法は費用収益対応の原則の点から説

明される。つまり, 投資に固有のコストは当該投

資予想期間にわたり, 投資収益と対応させるため

に期間配分されねばならないという考え方が基礎

にある。 

PCGが当該方法を採用している。しかし, PCG

は償却期間を明確にしていない。この点について, 

EC第 7 号指令は営業権の償却に係る第 4 号指令の

規定に委ね, 最大 5 年の期間としたが, PCG は, 

その構成要素が多様であるがゆえに, 当該取得差

額の明確な償却期間が事前に決定できないとする 
(PCG, p.Ⅱ.146)。例えば, 流通分野では, 当該取

得差額は被連結会社の創造した営業権の価値を表

している可能性があり, 他方, 製造業では, 一般に, 

投資の価値の修正, 特許権, 企業の収益性に結びつ

いた要素を含んでいるものと見られた。以上のこと

から, PCGは, 採用すべき合理的な償却方式に係る
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決定の責任を連結企業の幹部に委ねたのである。 

ロ) 自己資本に一定期間分割計上 

当該方法は, 取得差額を一定期間にわたり自己

資本に計上する方法である。イ)の方法と異なり損

益計算書経由しないので, 期間利益への影響を回

避することができるが, 自己資本に分割計上する

ことの理論的根拠は十分なものではない。 

ハ) 費用に即時計上 

当該方法は, 損益計算書経由して, 取得差額を一

時に全額償却する方法である。この方法と次の二) 

の方法は, 即時全額除去の方法である。即時除去方

式の考え方によれば, 取得差額は取得コストを表し

ており, そのために即時に除去されねばならない。 

自己資本に対するこれら二つの方法の影響は同

じであるが, ハ)の方法は償却年度の利益に大き

な影響を及ぼす可能性がある。 

二) 自己資本に即時計上 

当該方法は, 取得差額を一時に全額自己資本計

上する方法である。ハ)の方法と異なり損益計算書

経由しないので, 期間利益への影響を回避するこ

とができる。既述のとおり, 当該方法は PCGおよ

び EC第 7 号指令により認められている。 

フランスでは, 企業再編成の取引において生じ

た ｢のれん｣ の合併プレミアムからの即時控除が

推奨されたが, 自己資本の即時計上はこれと同じ

処理方法である。 

5) 負の取得差額の処理方法 

正の取得差額の処理と同様に考えられる。この

場合, 利益への戻入れまたは自己資本への加算と

なる。さらに非貨幣性償却資産から減額する方法

がある。この方法では, 資産の簿価が減額される

結果, 償却資産の場合には減額された減価償却費

を通じて, 非償却資産の場合には将来の減額され

た売却原価を通じて, 利益に計上されることになる。 

既述のとおり, PCGは負の取得差額の計上を例外

的なケースとし, 計上する場合には危険･費用引当

金として, 一定期間 (長期) に利益に戻し入れる方

法を採用した (PCG, p.Ⅱ.145)。また, 例外的な処

理方法として, 即時全額自己資本計上を容認した。 

(4 ) 取得差額の処理の国際比較 

1) 正の取得差額 

第 2 図表は, 正の取得差額の処理に関して, 

1990年時点での国際会計基準 (IAS), EC会社法指

令第 7 号, 米国基準および日本基準を比較したも

のである。これによれば, いずれの基準も除去説

を採用し, 一定期間にわたり償却する方法を採用

していたことがわかる。償却期間は最大 5 年から

40年まで多様である。フランスは償却期間を定め

ないアプローチを採用している。 

また, 自己資本計上処理については, フランス

は EC指令第 7 号の国別選択権 (第30条) を行使し

て例外的処理ながら容認しており, この点でも

IAS, 米国および日本とは異なる。 

なお, 自己資本計上処理は, 英国基準 SSAP 第

22号 (1984年12月) が優先的方法とした処理であ

る。フランスでは, ロンドン証券取引所に上場し

ていたラファルジュ・グループが当該処理を採用

した (拙稿 ｢フランス連結会計基準の国際的調和 

(15)｣『経営志林』第45巻第 1 号 (2008年 4 月) 参照)。 

 
第 2 図表 正の取得差額の処理 (1990年時点での国際比較) 

会計処理方法 フランス 第 7 号指令 IAS 米国 日本 
・資産計上－償却 ○ ○ ○ ○ ○ 
・償却期間の上限 なし  5 年 

(例外あり) 
 5 年 

(例外20年) 
40年  

・自己資本計上 ○ (例外) ○ (選択権) × × × 

・フランスは1982年 PCGの連結会計規定 (1986年) 第Ⅱ節2101, 2102 (pp.Ⅱ.144-145)。 
・第 7 号指令は EC 会社法指令第 7 号 ｢連結計算書類｣ (1983年) 第30条。なお, 償却期間は最大 5 年以内で
あるが, 正当な理由がある場合にはそれより長い期間 (当該資産の耐用年数を超えない) での償却を許容 
(会社法指令第 4 号第37条第 2 項)。 

・IAS (国際会計基準) は IAS 第22号 ｢企業結合｣ (1983年) の改訂に係る E32号 (1990年 6 月)。E32号のこ
の取扱いは改訂 IAS第22号 ｢企業結合｣ (1993年) (par.42) として確定。 

・米国は APB意見書第17号 ｢無形資産｣ (1970年) (par.28-29)。 
・日本では, 商法上営業権は 5 年以内, ｢連結調整勘定｣ は一般に 5 年間の均等償却。 
(筆者作成) 
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2) 負の取得差額 

第 3 図表は, 負の取得差額の処理を比較したも

のである。これによれば, いずれの基準も除去説

を採用し, 一定期間にわたり利益に戻入れる方法

を採用していたことがわかる。IAS, 米国など非貨幣

性資産からの減額処理を採用するところも見られた。 

非貨幣性資産からの減額処理法は, 非貨幣性資

産の公正価値の割合に応じて非貨幣性資産の価額

を減額し, それでも負の取得差額が残る場合には, 

繰延利益として規則的に利益に戻入れる方法であ

る。戻入れ期間は一様でない。 

また, 自己資本計上処理については, フランス

は例外的処理ながら容認しており, この点でも

IAS, 米国および日本とは異なっていた。 

 
第 3 図表 負の取得差額の処理 (1990年時点での国際比較) 

会計処理方法 フランス 第 7 号指令 IAS 米国 日本 
・非貨幣性資産からの
減額 

× × ○ 
(優先処理) 

○ × 

・繰延利益・一定期間
利益戻入れ 

○ ○ ○ 
 5 年最大20年 

○ 
最大40年 

○ 
 

・自己資本計上 ○ (例外) 言及なし × × × 
・フランスは1982年 PCGの連結会計規定 (1986年) 第Ⅱ節2101, 2102 (pp.Ⅱ.144-145)。 
・第 7 号指令は EC会社法指令第 7 号 ｢連結計算書類｣ (1983年) 第31条。 
・IAS (国際会計基準) は IAS 第22号 ｢企業結合｣ (1983年) の改訂に係る E32号 (1990年 6 月)。E32号のこ
の取扱いは改訂 IAS第22号 ｢企業結合｣ (1993年) (pra.49, 51) として確定。 

・米国は APB意見書第16号 ｢企業結合｣ (1970年) (par.91)。 
・日本では, 一般に 5 年間の均等戻入れ。 
(筆者作成) 

 

ｂ. 第一回連結差額の処理に関する諸見解[Ⅰ] 

第 4 図表は, 第一回連結差額の処理に関して, 

1988年から1994年頃までにフランスにおいて表明

された主要な諸見解をまとめたものである。これ

によれば, 第一回連結差額の分解処理に関して, 

｢原則法｣ を前提とした議論が展開されたことが

わかる。 

 
第 4 図表 第一回連結差額の処理に係る諸見解 

諸 見 解 第一回連結差額の処理 取得差額の処理 
Ｓ. バルトルチ 
(1988年 1 月) 

・原則法 
・分解の努力により危険・費用引当金の計上 

・短期規則的償却 
・自己資本計上処理否定的 

証券取引委員会 
(1988年 1 月報) 

・原則法 
 

・原因分析に基づく期間の規則的
償却 
・株式発行による取得の場合に限
定した自己資本計上処理の容認 

Ｐ. シモン = Ａ. ジロー 
(1988年11月) 

特に言及なし 
・自己資本計上処理の場合の適切
な情報開示 

証券取引委員会 
(1989年報･1991年 1 月報) 

・原則法 
・識別可能な無形資産の計上 (商標・ブランド
等) の計上奨励, 計上要件を提示・周知 

・事前見積期間による規則的償却 

国家会計審議会 
(1990年 1 月15日付意見書) 

・原則法 
・識別可能な無形資産の計上要件を提示, 計上
義務付け 

・規則的償却 
・自己資本計上処理否定的 

Ｊ. ドゥニ 
(1992年 3 月) 

・無形資産の計上実態を調査 
・無形資産に係る非償却説 

・規則的償却, 取得時の投資評価
の前提を考慮した償却期間 

Ｆ. ドゥルサル 
(1992年 9 月) 

・原則法を前提とした議論 
・無形資産に係る非償却説 

・規則的償却 
・自己資本計上処理否定的 

証券取引委員会 
(1994年報) 

・無形資産の評価および減価認識に関する考え
方を提示 

・規則的償却, 取得時の前提条
件・目標を反映した償却期間 

(筆者作成) 
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また, 第一回連結差額 (連結差額) を分解する

過程で, 評価差額の割当ての一環として, リスト

ラ費用引当金や非再建危険引当金等の ｢危険･費

用引当金｣ の計上 (Ｓ. バルトルチの議論), 商

標・ブランド, 販売網, 市場シェア等の無形資産

の計上 (1989年報以降の証券取引委員会見解あるいは

国家会計審議会1990年 1 月意見書) が議論されるが, 

全体としての議論は, 無形資産の計上問題に収斂

していった。 

この無形資産の計上問題の議論は, 国家会計審

議会 (CNC) での議論を経て, プラン･コンタブ

ルの連結会計規定に反映されることになる。また, 

危険･費用引当金の計上問題は, リストラ費用引

当金の問題として国家会計審議会で議論される。 

さらに, 取得差額の処理については, 原則法に

基づく第一回連結差額 (連結差額) の分解により, 

残余としての性質を前提に議論が展開され, いず

れの見解も除去説・規則的償却を支持し, 自己資

本計上処理については否定的である。唯一, 証券

取引委員会が株式発行による取得の場合に限定し

て適法とする見解を表明した。 

規則的償却の場合の償却期間については, 取得

時の取得プロジェクトにおける前提条件や目標を

考慮して, 合理的に算定すべきものとの考え方が

一貫して支持された。次に, これら一連の諸見解

を取り上げてみたい。 

① Ｓ. バルトルチの見解 

Ｓ. バルトルチ (Serge, Bartolucci) は, 1986年

度決算の実態調査から, 当時の規則および実務が

非常に多様であること, この原因として第一回連

結差額の性質が曖昧であること, また, 簡便法処

理を採用する企業が多く, 当該処理に関する情報

開示も不十分であったことを指摘した。 

Ｓ. バルトルチは, 原則法に基づく第一回連結

差額の割当ておよび割当不能残高の当初処理に焦

点を当て, 結論として以下の点を主張した(7)。す

なわち, 

ⅰ) 第一回連結差額は, まず, 固定資産に対

応する部分, 危険・費用引当金に対応する部

分に分解する形で分析することが必要不可

欠である。 

ⅱ) 評価差額の関係固定資産への割当て後の

残高がマイナスである場合, 当該マイナス

の残高部分は, (リストラ) 費用引当金ある

いは (非再建等の) 危険引当金に対応するも

のである。次年度以降, 目的のなくなった危

険引当金部分は, 利益のリサイクルを回避

するために自己資本に直接計上される。 

ⅲ) 以上の割当て後なおプラスの残高がある

場合, 当該残高部分は ｢取得差額｣ として

処理される。取得差額は, 純粋に無形固定資

産の性質を有するものである。それは, 取得

時に設定した目標に従い, 取得側の取得に

係るプロジェクトの中で超過利益を生み出

す被取得企業の能力を評価したものである。

それは, 比較的短い期間にわたり償却すべ

きであり, また, 自己資本に直接計上する

のは可能でない。 

以上である。Ｓ. バルトルチの主張の特徴は, 

特に, 第一回連結差額の危険･費用引当金への分

解と, 取得差額の処理における ｢短期間規則的償

却｣ の支持および ｢自己資本控除処理｣ の否定に

ある。これらの点について, 同氏の見解を検討し

てみょう。 

(1)  危険･費用引当金への分解 

Ｓ. バルトルチは, 引当金の計上を負の取得差

額の問題というよりも, むしろ第一回連結差額の

分解における引当金項目への割当問題と考える。

取得差額の概念は, 割当て不可能な残額と考えら

れるのに対して, リストラ費用引当金または非再

建危険引当金は第一回連結差額の分解から生ずる。 

Ｓ. バルトルチは, 危険・費用引当金に関わる

状況として, 1)被取得企業の B/Sに計上された引

当金に過大見積または過小見積が存在する場合, 

2)取得側の取得プロジェクトにおいて, 例えば従

業員の解雇や工場の移転等のように被取得企業の

事業を再編成する計画が組み込まれている場合, 

および3)不安定な収益性を理由に子会社株式が当

該会社の再評価純資産を著しく下回る金額で取得

された ｢低取得価額｣ の場合の 3 つを挙げ, 各状

況における引当金処理の問題を検討している。 

ここで重要なのは, 2)と3)である。2)の場合, 

事業再編成から生ずると予想されるコストに対し
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て, ｢リストラ費用引当金｣ といった引当金を設

定すべきとする。 

3)の場合, 一般に, 収益性の不足に対する引当

金または将来の経営損失に対する引当金を設定で

きないと考えられていたが (例えば, ｢これら各

種偶発的引当金または非特定の一般的危険引当金

は積立金の性質を有するものとみられねばならな

い｣ (COB, Bulletin mensuel nº178, février, 1985)), 同

氏は, 一定のケースでは ｢非再建危険引当金｣ を

計上し, 比較的短期に規則的に成果に戻入れるべ

きとする。 

Ｓ. バルトルチは, 3)の場合の株式取得に係る 

｢低取得価額｣ の解釈として, ｢成功しないリス

ク｣ を評価したものと考えるのが最良であるとす

る。当時, COB等により容認されていた ｢特定化

された一般危険引当金｣ に近いものと考えられる

からである (COB, Bulletin mensuel, nº178, février, 

1985)。 

このような理由から, 同氏は3)の場合に負の取

得差額として処理するよりも, 第一回連結差額の

分解から生ずるものとしての引当金計上を支持す

る。しかも, 取得差額は割当て不能な残余的性質

のものであるのに対して, この場合の危険引当金

はある程度識別可能なものと考えられる。 

(2)  取得差額の当初処理 

1) 取得差額の性質 

Ｓ. バルトルチによれば, ｢取得差額が無形固

定資産であることは明瞭である｣ (Bartolucci, S., 

op. cit. p.37)。すなわち, 第一回連結差額のうち, 

分解により関係資産・負債に割当てられなかった

残余部分は, 取得差額として処理される。一般に, 

被取得企業の取得原価は, 被取得企業の価値と取

得の交渉により決まり, 被取得企業の価値は財産

的価値と収益的価値との組み合わせにより決定さ

れる。 

この点からすると, 第一回連結差額における割

当てられなかった残余部分は, 将来の潜在的収益

力と交渉に関連した要素が基礎になっていること

が明らかとなる。取得交渉では, 当事者の取得に

係る目標が直接考慮される。取得差額は, 取得時

に設定されたこの目標に従い, 取得企業側の取得

プログラムにおいて, 超過利益を生み出す被取得

企業の能力に対する期待を表すものである。 

以上の考え方から, 同氏は, 取得差額が ｢営業

権 (fonds commercial)｣ と完全に同一ではないとし

ても, その性質は将来利益の源泉でありかつ分離

して評価できない無形固定資産であるとする。 

2) 取得差額の償却 

無形固定資産の性質を有する取得差額はいかな

る処理が適切か。この点について, Ｓ. バルトル

チは比較的短い期間で償却すべきであると主張す

る。つまり, 同氏は除去説の立場から除去方法と

しては一定期間にわたる規則的償却を支持する。 

また, 上記のとおり, 取得差額と営業権は類似

したものとされるが, 実務上の処理には違いが見

られた。すなわち, 多くの企業グループは, 営業

権を償却しないのに対して, 取得差額は償却する

のである。フランス法には営業権の償却を扱う規

則は存在しなかった。 

この償却に関して, 同氏は, 取得プログラムに

おいて見積もられた統合にかかる時間に依存する

と考え, すべての取引について統一的な期間を採

用するのは適切でないと考える。例えば, 事前に 

2 つの販売網を統合することは,  2 つの生産手段

を統合することよりたやすい。しかし, 40年償却

といった長期償却より, 早期の償却が望ましいと

考える。企業結合の経済的効果が将来の長期間に

わたることを見通すのは困難であるからである。 

3) 自己資本計上処理 

取得差額は自己資本に計上することができるの

か。この点に関して, Ｓ. バルトルチは否定的見

解を示した。無形固定資産の性質を有しないと見

られる取得差額, 例えば, 不利な取引により生じ

た取得差額の場合でも同様である。不利な取引は

取引後になって初めて合理的に認識できるので, 

取得差額をまず無形固定資産に計上し, それから

不利な取引であったことが実際上確認された時点

で減損または臨時償却すべきと主張する。 

負の取得差額の場合, Ｓ. バルトルチはこれが

危険引当金の設定忘れに起因していると考え, そ

の自己資本計上についても否定的である。負の取

得差額を自己資本に直接計上する場合, これは引

当金の積立金項目への直接的振り替えにあたり, 

慎重性の原則に反するものと考えられるからであ

る。また, 同氏は負の取得差額の諸資産からの減
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額にも否定的であった。 

② 1988年 1 月の月報における取得差額の処理

に係る証券取引委員会 (COB) の公式見解 

プラン・コンタブル (PCG) の1986年連結会計

規定の適用以降, フランス企業の資本連結処理, 

特に第一回連結差額の処理に関して ｢フランス証

券取引委員会 (COB)｣ の公式見解が公表されて

いる。 

証券取引委員会は1988年 1 月の月報で, 取得差

額の処理に関して, PCGの採用した除去説－規則

的償却に基づき, 1)償却期間, 2)償却プラン, 3)

自己資本からの直接控除の 3 つについて公式見解

を表明した(8)。 

COB がこれらの点を取り上げたのは, 既述の

とおり会計規則に詳細がなく, 取得差額の償却期

間, 償却プランの決定は, 企業経営者の裁量に委

ねられ, それにより実務上問題が生じていたから

である。また, 自己資本控除処理は例外的な処理

とはいえ可能な処理として認められていたが, そ

の運用ルールが明確でなかった。 

(1)  取得差額の償却期間 

まず, COB は, 取得差額の償却期間について, 

購入価額と純資産持分部分との差額の原因の分析

から決定されねばならないこと, 統一的償却期間

の採用は必ずしも一般的なものでないことを強調

した。米国 APB17号における40年の期間は, 正当

化される期間の上限であり, 40年の期間を採用し

さえすれば, その正当化が免除されるものではな

い。 

プラン･コンタブル･ジェネラル (PCG) は償却

期限を設けていないが, これは, 採用した期間に

ついて, 取得差額の原因分析に基づいて正当な理

由を付するものと考えられていたからである。し

かも, 当該理由は会計監査役の監査を受ける。 

(2) 取得差額の償却プラン    

デクレ第248条－ 3 は, EC 第 7 号指令に準拠し

て, 1988年 1 月 1 日に連結貸借対照表に計上され

た取得差額は合理的な償却プランの対象とすると

しているが, 一定の上場会社の連結計算書類には, 

取得が古い, 同質的でない条件で何回かに分けて

取得が実現された, 当初の超過価額の理由が適切

なものでなかったなどを理由に, 償却プランの決

定が困難なのれんが計上されていた。 

この点について, これら金額を B/S上に保持し

続けないこと, 1987年12月17日付国家会計審議会 

(CNC) 意見書第33号に従って連結剰余金に直接

賦課するのが望ましいこと, B/S に計上されてい

る取得差額は連結注記・附属明細書に償却方法を

記載することが必要であることを強調した(9)。さ

らに, 取得差額の償却プランの変更は, 正当な理

由がない場合には ｢不正規｣ であることが指摘さ

れた。 

(3)  取得差額の自己資本への計上 

連結に関するフランス規則が変更されない限り, 

取得差額の自己資本への直接計上 (控除) は, 正

当な理由がありかつそれが注記・附属明細書で記

載される例外的な場合にのみ適法となる点が強調

された。 

また, 法令および PCG に規定がないものの, 

第 7 号指令の作成に係る政府専門家グループの議

論に基づき, 取得差額の自己資本への直接計上は, 

対価が金銭でなく株式発行 (株式への権利を付与す

る証券を含む) により行われ, 当該株式発行が旧

株式を希薄化するときに, 利用可能な剰余金が存

在することを条件にのみ適法なものとなるという

公式見解が公表された。 

③ Ｐ. シモン & Ａ. ジローの見解 

Ｐ. シモン & Ａ. ジロー (Pascal Simon, Alain 

Giroud) は, のれんの償却に関して, フランスと

米国は償却を要求するとともに, 税務上損金とし

て認めない国であること, さらにフランスでは, 

評価差額の償却費は米国と異なり単体納税の下で

税務上損金とならないことを強調する(10)。 

言い換えれば, フランスでは, 評価差額および

のれんの償却費は, しばしば企業グループの連結

利益を大きく減らすものの親会社の税金を減らさ

ない。このような要因が多様な実務の背景にあっ

たことが指摘された。 



10  フランス連結会計基準の国際的調和 (16) 

(1)  自己資本控除処理 

Ｐ. シモン & Ａ. ジローは, ｢自己資本への

取得差額の直接的計上は取得が株式発行により行

われるときにのみ適法である｣ とする自己資本控

除処理に関する証券取引委員会 (COB) の考えを

検討した。両氏は, 株式の相場が主として株価収

益率に依存している場合, 企業グループは, 株主

の観点でなくグループの観点から, その後の期間

利益に影響を及ぼす償却処理でなく, 当該影響の

ない自己資本直接控除処理を選択すると考える。 

(2)  適切な情報開示 

この処理により株式の希薄化が生ずる。COBが, 

｢株主による承認｣ を当該処理の条件としたのは, 

このような理由からである。そこで, 積立金によ

る自己資本控除処理が採用される場合, 規則的償

却を実施した場合のシュミレーションが可能なよ

うに, 必要な情報が自己資本変動表や注記･附属

明細書で提供されることが必要であるとする。 
 

ｃ. 第一回連結差額の処理に関する諸見解
[Ⅱ] ― 無形資産の計上問題への展開 

① 1989年報における無形資産に係る証券取引

委員会 (COB) の公式見解 

フランスでは, 1989年報の無形資産に係る証券

取引委員会 (COB) の公式見解に見られるとおり, 

第一回連結差額の処理問題は無形資産の計上問題

へ展開していった。 

フランス証券取引委員会 (COB) は, 企業に対

して第一回連結差額の分解に基づく無形資産の計

上を促し, 1989年度の年報で ｢無形資産の計上要

件｣ および ｢無形資産の計上に係る COB の考え

方｣ を表明した(11)。 

(1)  無形資産の計上要件 

COB は, フランス企業に対して, 企業の取得

にあたり支払総額と被取得企業の個別 B/Sにすで

に計上済みの資産・負債 (純資産) 合計額との差

額 (第一回連結差額) を詳細に分析し, 

・第一回連結差額を被取得会社の個別 B/Sに計

上済みの一定の資産に割当てる処理, または 

・当該 B/Sに未計上だがその後の価値の変化を

検証できる個別化可能な部分を, 商標・ブラ

ンド (marques commerciales), 定期出版物タイ

トルなどの無形固定資産として計上する処

理, 

を奨励した。この COB の活動は, 主として公募

前の目論見書などの関係書類の審査時に行われた。

特に無形資産として計上する場合, 

・無形要素が十分に明瞭な ｢個別性｣ を有して

いること, 

・｢客観的かつ検証可能な規準｣ に基づくこと, 

が要求された。これにより, 第一回連結差額の一

部を無形固定資産として計上する場合の認識・測

定に関して, それ自体の ｢個別性｣ (識別可能性) 

と ｢客観的かつ検証可能な規準｣ という認識・測

定に係る要件が示されたのである。 

(2)  無形資産の計上に係る COBの基本的考え方 

1989年12月, 無形固定資産の計上に関する ｢国

家会計審議会 (CNC)｣ からの問合せに対して, 

次のとおり COBの考え方が示された。すなわち, 

・無形固定資産の計上は, 会社がその経営の中

で適切な活動により将来にわたりその価値を

維持することを約束する場合にのみ認められ

る。 

・有形固定資産への評価差額部分を除いた第一

回連結差額から, さらにその一部を無形固定

資産に割当てることで, 残りの非割当て部分

である ｢取得差額｣ は残余的性質のものとな

り, その大きさは小さいものとなる。当該取

得差額の個別化不能性により, 毎決算時にそ

の価値を検証できないことから, 事前見積的

な期間にわたる償却が適切な処理である。 

また, 1989年度の年報では, 被連結会社の個別

B/S に未計上の無形固定資産に第一回連結差額の

一部を割当てる処理を適法であるとする点, また, 

当該割当て処理を行うことが必要であるとの

COBの考え方が, 国家会計審議会 (CNC) の1990

年 1 月15日付意見書 (後述の国家会計審議会の公式

見解参照) の考え方と同じであることが強調され

た。 

さらに, 1990年度の年報では, ｢無形資産の会
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計処理｣ のテーマが, 当時の COB の最も重要な

テーマの一つであることが表明された(12)。また

1991年の 1 月の月報では, COBは, 借方への無形

要素の計上は, 

・その評価が客観的かつ検証可能な規準に基づ

くことができる場合にのみ適法であること, 

・これら規準は, 棚卸手続きの基礎として役立

つ書類において記載されねばならないこと, 

・毎決算時に, 第一回連結差額の割当において

採用した無形資産の認識規準と同じ規準 (当

初規準) に基づき評価した新たな価値を流入

原価 (取得原価) と比較し, 減価が確認され

る場合には適切な引当金が設定されねばなら

ないこと, 

・これら会計処理は, 取得後に貸借対照表 

(B/S) に計上した固定資産に適用されるこ

と, 

を周知し, 無形資産の処理に係る非償却説の立場

を明瞭にした (COB, Bulletin mensuel nº243, Janvier 

1991)。 

また, COBは, 取得され識別された新たな無形

要素の B/Sへの計上にあたって, 有用と判断され

る場合には専門家の助けを借りて, 取得額の中で

個別化できる要素の認識可能な固有の性質がどの

ようなものなのか, また, その価値の算定におい

て用いる客観的かつ検証可能な数値規準がいかな

るものかを決定するのは経営幹部であることを指

摘した。 

② 国家会計審議会 (CNC) の1990年 1 月15日付

意見書 ― 識別可能無形資産の計上義務付け 

国家会計審議会 (CNC) は, 1990年 1 月15日に, 

無形固定資産の計上に関する公式の意見書 ｢取得

差額の会計処理に関する意見書｣ (Avis relative au 

traitement comptable de l'écart d'acquisition, Document 

nº85, avril 1990) を公表した。当該意見書は, 第一

回連結差額の処理の枠内で, 無形固定資産の計上

を義務づけるものである。すなわち, 

・第一回連結差額は, 被連結会社の識別可能な

要素の評価額, 特に, 被連結会社の個別計算

書類に未計上の無形資産に割当てられねばな

らないこと, 

・取得差額は残余にすぎないものであること, 

・識別可能な要素は, その評価方法が十分正確

に定義され, かつその価値の時間的な変化を

たどることができる時に ｢識別可能｣ とみな

されること, 

・無形固定資産は, 例として, 商標・ブランド, 

販売網 (réseaux commerciaux), 市場シェア (parts 

de marchés), 顧客ファイル (fichiers) の要素

を含むことができること, 

・これら識別可能な要素は, 当初連結時に初め

て計上されることである。 

また, 取得差額の償却期間に関して, 取得差額

は投資の全体的収益性の計算のために当初考慮し

た期間に基づいて償却されることを強調した。取

得差額は識別可能でなく, 従ってその価値を毎期

把握するのが難しいという事実がその根拠とされ

た。 

他方, 国家会計審議会 (CNC) では, ｢連結計

算書類委員会｣ の中で, ジャドー氏 (M. Jadeau) 

を議長とする ｢取得差額｣ の処理に関する作業グ

ループ (｢取得差額作業グループ｣ と呼ばれ, その目
的は第一回連結差額に関するプラン･コンタブル･ジェ

ネラルの規定を改正することにあった) が発足し, 

当該作業グループが無形固定資産の計上問題を含

めた総合的な研究に着手した。 

③ Ｊ. ドゥニの見解 

Ｊ. ドゥニは (Jacques Denis), 1990年における

無形資産の実態調査に基づき, 大部分の企業グル

ープは第一回連結差額の一部を無形資産に計上し

たこと, 当該無形資産には商標・ブランド, 販売

網, 市場シエア等があること, 株式発行により取

得を行った企業グループのみが自己資本計上処理

を採用したことを明らかにした上で, いくつかの

問題点を指摘した(13)。すなわち, 

1) これら資産は, 多くのケースで償却の対象

となっておらず, 慎重性の観点から問題であ

る。 

2) 取得差額の償却期間は多様であるが, 多く

は25年から40年の長期が採用された。その期

間の根拠は明確に説明されていない。 

まず1)の問題点に対して, Ｊ. ドゥニは, 客観
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的なデータに基づいて毎年その価値を評価し, 当

該価値が簿価を下回る場合には減価を認識すべき

ことを主張する (非償却説)。 

さらに, 2)の問題点に対しては, 同氏は, 取得

時の投資収益を評価するために考慮した前提条件

に基づき償却期間を決定すべきことを主張した。

また, 第一回連結差額の処理に関する注記・附属

明細書の情報は不十分であることが指摘された。 

④ Ｆ. ドゥルサルの見解 

Ｆ. ドゥルサル (Florence Delesalle) は評価差額

と取得差額を取り上げ, その処理を理論的かつ体

系的に考察した(14)。その論点は1)無形資産に割当

てられた評価差額は償却性のものか否か ― 償却

説・非償却説, 2)取得差額の最も適切な処理はい

かなる処理か ― 維持説・除去説である。 

(1)  無形資産に割当てられた評価差額の処理 

Ｆ. ドゥルサルは非償却説を支持し, 原則とし

て認識された無形資産の不可逆的な価値減少は存

在しないと考え, 減価償却 (規則的償却) を義務

付けることに反対した。 

そして, 毎連結決算日 (棚卸日) ごとに, 流入

時に採用されたのと同じ基準に従って, 現在価値

が少なくとも当初価額と等しいことを検証し, 当

初価額を下回る場合には減価引当金を設定しなけ

ればならないことを強調する。 

同氏は, 現在価値の算定において, 次の 2 つの

ケースを区別する。 

1) 分離可能な無形固定資産に関わっているケ

ース (一般的にはこのケース) 

無形固定資産が他の資産・負債項目から分離可

能な場合, 市場価額 (valeur de marché または valeur 

vénale) (購入者が無形資産のその状態でかつその場所

で支払うことを受け入れるであろうと考えられる価格) 

が棚卸日の評価規準となる。 

2) 分離不能な無形固定資産に関わっているケ

ース 

無形固定資産が分離できない場合には, 使用価

値が棚卸日の評価規準となる。無形固定資産に対

する減価引当ては, 当該資産の計上時に期待され

た (割引) 収益に比較して実際の事業の収益が不

十分であることを認識することにある。 

同氏は, すべての無形資産の規則的償却が計算

書類の比較可能性の点で最もシンプルな解決策で

あることを認める。また, 当該方法によれば, 無

形資産に係る乱用を回避できる。しかし, そのよ

う規則的な償却方式は, グループの財産, 財務状

況および成果の誠実な概観の観点から, 適切な処

理ではないと主張するのである。 

(2)  取得差額の処理 

1) 正の取得差額 

Ｆ. ドゥルサルは, 除去説を支持し, 除去の方

式に関しては, 即時全額償却, 自己資本分割計上

および自己資本即時全額計上の各方法を否定する

形で, 一定期間規則的償却を支持する。 

特に, 自己資本計上処理については, 会計処理

の原則および資金調達に対する中立性の点からこ

れを否定する。すなわち, 資産はその取得原価で

記録され, 資産のすべての簿価の減少は, 実際の

実質的な減価により正当化され, 成果計算書の借

方で確認されねばならない。 

また, COBが株式発行の場合にのみ自己資本計

上処理を適法とした点について, 資金調達方式の

単なる選択が, それら手段を有する企業をして償

却の義務から逃れるのを可能する結果となり, 当

該資金調達方式を選択できるグループとそうでな

いグループとの間で新たな不均衡を生み出す点を

問題視する。 

2) 負の取得差額 

同氏は, 利益への戻入れ処理に関して, 当該処

理の損益または自己資本への影響を考慮して, 慎

重に検討すべきであると主張した。その理由は, 

PCG によれば負の取得差額の戻入が長期にわた

りあるいは明確に確定した損失を補うために行わ

れねばならないとしているからである (PCG p.Ⅱ. 
146)。 

⑤ 1994年報における無形資産に係る COB の

公式見解 

既述のとおり, 1989年以降, 証券取引委員会 

(COB) はその年次報告書あるいは月報で, 第一

回連結差額の分析を可能な限り種々の無形要素の
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個別化に結びつけることの重要性を表明してきた。

しかし, 無形資産の評価および毎期の減価認識に

関する明確な方針がない企業のあることが, COB

により指摘された。 

COB は1994年度の年報で, 連結における無形

資産の会計処理に関する従来の COB の考え方を

整理し, 以下のとおり公表した(15)。 

(1)  識別可能無形資産：評価差額 

まず, COBは, 無形資産の評価および毎期の減

価認識に関する適用可能な方針を定め, 毎年これ

らを継続的に適用することを要請した。 

例えば, ある商標・ブランドを資産に計上した

場合, 連結 B/Sで当該要素の数値化を可能にした

要素 (売上高, 総利益, 純利益など) を, 毎年度, 

再計算することの重要性が強調された。その際, 

当初価額に比べてマイナスの差異が生ずる場合に

は, 引当金を設定しなければならない。 

さらに, 識別可能な無形固定資産へ割当てた差

額を, 数年度後に取得差額へ再割当てする処理が

見られたが, 当該処理は現行規則に準拠していな

いことが COBにより指摘された。フランスでは, 

｢開始貸借対照表の不変性の原則｣ により, 評価

差額は事後の連結時に再び問題とならない。 

また, 収益性が大きく低下する時でも, 売上高

は維持されるケースがあるので, 企業に対して, 

売上高といった要素だけに基づいて無形要素の価

値を算定するのでなく, 粗経営余剰や経営成果な

ど適切な収益性の指標を売上高指標に加えるかま

たはそれに代えて用いることを勧告した。 

(2)  識別不能な無形要素：取得差額 

1) 原則：取得差額の償却 

プラン･コンタブルによれば, 正の取得差額は

償却プランに従い規則的に償却される。当該償却

プランにおける償却期間は, 取得時に考慮した前

提条件と設定した目標を反映したものでなければ

ならない。 

COB は, フランス企業数社がライバル企業の

採用した償却期間に合わせるため, その償却期間

を変更した点について, 当該実務が現行規則に反

したものであることを周知した。プラン･コンタブ

ルでは, 正の取得差額は事前に定めた償却プラン

に従い償却されねばならない。 

当初設定した償却プランの事後的な変更は, 会

社の状況に重大な変化がない限り認められないこ

とが再度強調された。 

2) 例外：自己資本への取得差額の計上 

正の取得差額を連結自己資本から直接控除する

処理を行う場合, その後子会社の株式を売却する

ときに, 取得日とグループの採用した償却期間を

考慮し, 過去に取得差額を自己資本から直接控除

した点を勘案して譲渡損益を計算する必要性を指

摘した。 

ｄ. 国家会計審議会 (CNC) における無形
資産の認識・測定基準への展開 

第一回連結差額の分析に基づく無形要素の計上

問題は国家会計審議会 (CNC) で取り上げられ, 

プラン・コンタブルの規定の改正と新基準の策定

に向けた動きが開始された。 

国家会計審議会 (CNC) は, ｢企業セクション｣ 

の ｢連結計算書類委員会｣ の中に, ジャドー氏を

議長とする ｢取得差額作業グループ｣ を創設し, 

まず, 取得差額の処理に関する研究に着手した。 

当該作業グループにおける討議では, 1990年 1 

月15日付 CNC意見書と企業結合に関する IASC基

準案 (公開草案 E45) の 2 つが新たな要素として考

慮された。 

連結計算書類委員会は, CNC の上記意見書が, 

企業をして第一回連結差額を無形資産に割当てる

のを促すとしても (これにより取得差額は残余にな

る), すべての問題が解決されたわけではないこ

とを強調した。特に, 無形資産をいかに認識・測

定し, その減価を処理するのかといった問題が新

たに生じている。 

また, 第一回連結差額のうち識別可能な一定の

無形要素が測定不可能であるとき, 無形資産が計

上されず, 結果的に取得差額は大きくなる。その

意味で, 取得差額の償却の問題は同様に重要であ

る。連結計算書類委員会は, ジャドー氏の取得差

額作業グループにこれら問題の検討を要請した(16) 。 

① 1993年における ｢取得差額作業グループ｣ 

報告 
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ジャドー氏の ｢取得差額作業グループ｣ は, 連

結計算書類委員会に対して, 作業グループの主要

な結論を提示した。この内容が国家会計審議会 

(CNC) の1993年第 3 四半期報告書で公表されてい

る(17)。以下, 当該内容を見てみよう。 

(1)  第一回連結差額概念の廃止と取得差額の新

定義 

取得差額作業グループは, 取得差額の新しい定

義を提示した。すなわち, 

・取得差額は, 被取得企業株式の取得原価と取

得された当該企業自己資本における持分部分

との差額に等しい。 

・取得された被取得企業自己資本は, 再評価さ

れた識別可能な資産および負債に基づいてい

る。 

・当該企業の識別可能な資産および負債は個々

に評価され, その価値を継続的にたどること

ができるものでなければならない。 

これに対して, プラン･コンタブル・ジェネラル 

(PCG) (1986年) における第一回連結差額に関する

規定は次のものであった。すなわち, 

・第一回連結差額は, 子会社が連結範囲に入っ

た時点の子会社株式の取得原価と当該子会社

の自己資本 (当期利益・損失を含む) における

親会社持分部分との差額である (PCG, p.

Ⅱ.143)。 

・第一回連結差額は, 評価差額と取得差額に分

解される。評価差額は一定の識別可能資産に

割当てられる。再評価に伴う自己資本の増加

部分は, 親会社持分と少数株主持分に振り分

けられる (PCG, p.Ⅱ.144)。 

・取得差額は, 特定の識別可能資産に割当てる

ことのできない残額である (PCG, p.Ⅱ.144)。 

・第一回連結差額が評価差額と取得差額に分解

できない場合には, 簡便法により, 全額を取

得差額として計上することが認められる 
(PCG, p.Ⅱ.144)。 

つまり, 取得差額作業グループは, 第一連結差

額概念を廃止し, 資本連結は子会社株式の取得価

額と取得時点の子会社再評価純資産における親会

社持分部分との間で行われるものとしたのである。 

子会社再評価純資産は, 識別可能な再評価資

産・負債額に基づき, 識別可能な資産・負債は個々

に評価され, その価値を継続的に検証できるもの

とされる。識別可能な資産・負債の個別的評価に

より, それまで未計上だった無形固定資産の計上

をも行う。資本連結により生ずる取得差額は, 個

別に識別不能な割当てできない残余となる。 

さらに, 取得差額作業クループは, 資産・負債

の再評価に関して, グループ持分に限定する ｢部

分時価評価法｣ を支持したが, 簡便性の観点から, 

｢全面時価評価法｣ も容認するものとした。この点

で, PCG が ｢全面時価評価法｣ を原則とし, ｢部

分時価評価法｣ を可能な方法として容認した立場

と較べると, 原則的な立場に変化が見られた。ま

た, 取得差額の認識に関しては, 一貫して ｢買入

のれん説｣ が採用された。    

(2)  取得原価について 

取得原価について, 作業グループは, 金銭の支

払によらない株式交換あるいは吸収合併により実

現された取得における出資価額と現在価値との不

一致の問題を検討した。 

一般に, 交換比率の算定上考慮されるのは資

産・負債の ｢現在価値 (valeur actuelle)｣ であるが, 

出資協約上の出資価額は, 税務上の考慮または事

業上の秘密保持などを理由に, その時点の現在価

値を表していない場合が多い。しかし, 個別計算

書類で考慮されるのは出資価額である。作業グル

ープは, これにより個別計算書類と連結計算書類

とで相違が生ずるという問題点を指摘した。    

(3)  識別可能な資産および負債の評価 ― 現在価

値概念の採用 

ジャドー氏が最も強調した点は, 1983年 4 月30

日法律 (調和化法) および当該法律に係る1983年

11月29日デクレにおける ｢現在価値 (valeur actuelle)｣ 

の概念を採用したことである。すなわち, 資本連

結にあたって, 被取得企業の資産・負債項目はそ

の ｢現在価値｣ で再見積りされる。 

1983年 4 月30日法律 (調和化法) 第 2 条 (商法典

第12条に収容) によれば, ｢資産項目の価値が帳簿

価値を下回るときは, 当該帳簿価値は, 減価が確

定的であると否とを問わず, 決算日の棚卸価値 

(valeur d'inventaire) に帰着されるものとする。｣ 
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(第 2 項), ｢資産の棚卸価値と流入価値との間で確

認される増価は記帳しない｣ (第 4 項)。 

また, 調和化法の適用に係る1983年11月29日デ

クレ第 7 条によれば, ｢棚卸価値は現在価値 (valeur 

actuelle) に等しいものとする｣ (第 5 項), ｢現在価

値は市場 (marché) および企業にとっての当該財

貨の効用 (utilité) に従って評価される見積価値で

ある｣ (第 4 項)。 

上記デクレの規定に見られる ｢現在価値｣ の概

念は, ある財に係る ｢市場 (marché)｣ と企業にと

っての当該財の ｢効用 (utilité)｣ という 2 つの要

素に関わるものである。 

1982年プラン･コンタブル・ジェネラル (PCG) 

においては, ｢棚卸価値 ― 現在価値｣ は, ｢財の

棚卸時における市場価値 (valeur vénale), すなわ

ち財を現在の場所と状態の下で取得すると仮定し

た場合に企業が支払いに同意すると考えられる価

格である。市場価値は, 企業の状況に照らして測

定されなければならない｣ (PCG, p.Ⅰ.43) と定義

される。つまり, 現在価値は棚卸時の市場価値で

あり, かつ再取得価値 (取替原価・再調達原価) で

ある。 

また, 現在価値の決定のために, ｢企業は, 財

の性質に最も良く適合した参考資料や技術を利用

する (市場価格 (prix de marché), 価格早見一覧表 

(barémes), 市場価格表 (mercuriales), 特殊指数な

ど)｣。 

1982年プラン･コンタブル・ジェネラル (PCG) 

では, 決算に際して, この棚卸時の現在価値と流

入価値 (取得原価) が比較され, 資産項目につい

て, 慎重性の原則の下, 現在価値と流入価値との

間に確認された増価は記帳しない一方, 減価は一

定の条件の下で記帳する (PCG, pp.Ⅱ.6-7)。これ

が現在価値に基づいた期末評価に係る一般原則で

ある。 

上記一般原則の適用にあたっては, 個々の資産

の性質が考慮される(18)。例えば, 有価証券を例に

とると, 資本参加証券 (子会社・関連会社株式) に

係る現在価値の評価の場合, ｢上場有価証券であ

ると否とにかかわらず, 流入日以外の日における

資本参加証券の価値は, 慎重にして思慮深い企業

責任者が, もしこの資本参加証券を取得しなけれ

ばならないとした場合に, その取得のために支払

うことを承認するであろう価値, すなわちその資

本参加証券が当該企業に対して有する効用 
(utilité) に基づく使用価値 (valeur d'usage) であ

る｣ (PCG, pp.Ⅱ.8-9) とされる。 

また, ｢資本参加証券の価値の変動が偶発的な

事情から生じたものでない限り, この評価のため

に, とくに取引所の相場, 収益性および収益性の

見通し, 純資産, 売却の見通し, 経済状況ならび

に原始取引が基礎をおいている評価動機などの諸

要素を考慮に入れることができる｣ (PCG, pp.

Ⅱ.8-9)。つまり, 市場価格 (相場) が下落 (または

上昇) したからといって, 当該価格変動は必ずし

もこれら有価証券の使用価値に影響するわけでは

ないのである(19)。 

これに対して, 資本参加証券以外の長期所有有

価証券および一時所有有価証券の場合, 現在価値

は, ｢会計年度末において, これらの有価証券に

ついての棚卸価値の見積り際して, 上場有価証券

は最終月の平均相場で評価し, 非上場有価証券は

見積売却価値 (現在価値) で評価する｣ (PCG, p.

Ⅱ.9) とされる。 

さらに, 棚卸資産の場合, ｢決算に際しては, 

棚卸資産の帳簿価値は次のように決定する。(1)

評価は, 個別に流入原価と現在価値を比較して行

う (注：この現在価値が市場価格を参照して決定される

場合には, それは販売のために要する費用を差し引い

て計算する)｣ (PCG, pp.Ⅱ.10-11) とされ, 市場価

格を用いる場合には, 正味実現可能価値が現在価

値とされる。 

以上のとおり, ｢現在価値｣ は, ｢市場価値｣ ま

たは企業にとっての当該財の ｢効用 (utilité)｣ に

基づいて評価される。市場価値は, 棚卸時の再取

得価値とするのが一般原則であるが, 例えば棚卸

資産のように, ｢正味実現可能価値｣ をとる資産

もある。 

取得差額作業グループは, ｢現在価値｣ 概念を

採用すると伴に, ｢市場価値が存在する場合には

現在価値は市場価値を下回りえない｣ という考え

方を取り入れた。市場価値を下回る資産は, 通常, 

保有しないで売却されるであろうからである。言

い換えれば, 資産の保持を選択することは, その

使用により得られる効用が市場価値を上回ってい

る証左である。しかしながら, 作業グループメン
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バーの一部は, 棚卸卸資産あるいは半成工事を例

に挙げて, この考え方に異論をはさんだ。 

また, 作業グループ内では, 資産・負債の評価

がすべての識別可能な資産および負債に関わるの

か, 取得者にとって大変重要なものと判断される

識別可能な資産・負債, 特に識別可能な無形資産

だけに関わるのかについて, 意見が分かれた。前

者の場合, すべての識別可能な資産および負債が

評価され, 例えば, 債権・債務はその ｢割引現在

価値 (valeur actualisée)｣ を考慮し, 棚卸資産は, 

販売価格から販売費および取得者とっての正常差

益を控除した金額で評価されることになる。 

(4)  連続的買入れ 

連続的買入れの場合, 種々の状況が検討された。

作業グループは, 第一回連結が最初の大量取得時

ではなく, ｢支配の獲得時｣ に行われねばならな

いと考えた。取得された自己資本は, 各大量取引

時に再評価される ｢段階法｣ を原則とし, 支配取

得日に一括して再評価する ｢一括法｣ も認められ

た。 

(5)  取得差額の償却 

作業グループは, この点について特に意見表明

しなかったが, 除去説に基づく一定期間規則的償

却の立場である。また, 取得差額の自己資本への

直接的計上には否定的であった。 

② 1993年における ｢連結計算書類委員会｣ 報告 

｢取得差額作業グループ｣ の見解に基づき, ｢連

結計算書類委員会｣ は, 1993年 9 月23日, 11月10

日, 12月14日の討議を経て, 以下に要約される立

場を採択した(20)。 

(1)  取得差額の定義 

連結計算書類委員会は, 取得差額の定義に関し

て, 上述の取得差額作業グループ案に基づいて, 

プラン･コンタブルの連結規定とは異なる定義を

採用した。すなわち, ｢取得差額｣ とは, 連結範囲

への企業の流入時に, 株式の取得価額と参加取得

日に決定される被取得企業の自己資本における取

得企業持分との間で認識される差額に等しい。 

この場合, 被取得企業の自己資本は, 当該企業

の個別貸借対照表に計上されていると否とを問わ

ず, すべての識別可能な資産・負債の現在価値に

よる評価に基づいて決定される。被取得企業の識

別可能な資産および負債は, 個別に評価できるも

のである。当該評価方法は十分明確に定義され, 

その価額の時間的な変動をたどることが可能なも

のである。 

(2)  識別可能資産・負債の評価 

全面時価評価法か部分時価評価法かに関して, 

国家会計審議会 (CNC) が一貫して支持したのは 

｢全面時価評価法｣ であった(21)。 

連結計算書類委員会は, 上述の取得差額作業グ

ループの見解と異なり, 概念的には全面時価評価

法が経済的エンティティーの概念および取得差額

の新定義に最も適合していると考えた。しかし, 

事実上, 部分時価評価法が容認されていた点を考

慮して, どちらか一方の方法を選択できるものと

した。 

また, ｢現在価値 (valeur actuelle)｣ の用語に関

しては, 連結計算書類委員会は, 資産だけでなく

負債にも関わっていることを明確にした上で, 作

業グループの提案に基づき, 当面 ｢現在価値｣ の

用語を採用することに決定した。なお, 当該委員

会の一部の委員は, 資産と負債の双方に関わる 

｢公正価値 (juste valeur)｣ 概念の導入を支持して

いた。“juste valeur”｢ジュスト・バラール｣ 概念は

英語の“fair value”｢フェアー・バリュー｣ に相当す

るものである。 

さらに, ｢市場価値が存在する場合には現在価

値は市場価値を下回りえない｣ という作業グルー

プの採用した考え方については, 連結計算書類委

員会は最終的にこの考え方を一般原則として採用

しなかった。当該原則は, 販売予定のもの (例え

ば棚卸資産) であると企業内にとどまる予定のも

の (例えば固定資産) であるとを問わず, 市場価

値のあるすべての資産に適用されるが, 種々の要

素の価値は, 使用に係る ｢用途 (usage)｣ に依存

すると考えられたからである。例えば, 棚卸資産

などの販売予定の資産の場合, 当該資産の評価は

実際に市場価値により行われるであろうと考えら

れる。 
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以上の討議を経て, 連結計算書類委員会は, 識

別可能な資産および負債の評価額の決定が, 明示

的かつ文書化された方法で実施されねばならない

と考えた。連結計算書類委員会は, 識別可能な資

産・負債の現在価値の決定に役立てるために, 資

産および負債の項目ごとに評価方法を例示した。

これによれば, 当初資本連結時における被取得企

業の資産・負債の評価は, すべての資産・負債に

関わるものとなっている。すなわち, 

ⅰ) 一時所有有価証券：市場価値から売却費用

を控除した金額 

ⅱ) 長期債権：決済日と取引日時点の利子率を

考慮して割り引いた価値。当該価値は回収費

用を控除し, さらに必要ならば貸倒引当金

を設定しなければならない。 

ⅲ) 製品：販売価格から次のものを控除した金

額; 

・見積販売費と当該販売までにかかる期間費

用 

・関係する市場のタイプと販売条件に応じて

計算した販売差益 

ⅲ) 未完成工事：進行程度を考慮した請負契約

金額から次のものを控除し金額; 

・その後の販売のためにかかるであろう見積

販売費 

・なお負担すべき期間費用の対応部分 

・製造に係る差益の部分 

・販売活動に係る差益 

ⅳ) 商品と原材料：現在の再調達原価 

ⅴ) 有形固定資産： 

・使用を予定したもの：再調達原価からこれ

ら固定資産の目的を考慮して正常な減耗率

を減じた金額 

・売却を予定したもの：正味実現可能価額 

ⅵ) 無形固定資産：当該業種の実務と一貫した

規準に従い見積もられる効用価値 (valeur 

d'utilité) 

ⅶ) 投資有価証券：当該業種の実務と一貫した

規準に従い見積もられる効用価値 (valeur 

d'utilité) 

ⅷ) 設備助成金：ゼロ価値 

ⅸ) 長期経営債務・金融債務：決済日と取引日

時点の利子率を考慮した割引現在価値 

ⅹ) 危険・費用引当金：割引現在価値; 取得時

点で既知の要素に応じて設定される最小限

度の割引価値 

) 退職給付引当金：これら契約に対応する潜

在的負債は, 分析が取得者の観点から行わ

れるので, 連結流入時に認識されねばなら

ない。 

なお, 既述のＳ. バルトルチの見解に見られた 

｢リストラ引当金｣ に関して, 連結計算書類委員

会は, 取得時の取得側グループに関する費用を考

慮することが可能であるかどうかの検討を開始し

た。 

③ 1994年における ｢連結計算書類委員会｣ 報告 

連結計算書類委員会は, ｢取得差額作業グルー

プ｣ 案の検討を継続した。当該審議の内容が1994

年第 2 四半期報告書で公表されている。連結計算

書類委員会の議論は, リストラ引当金, 負の取得

差額, 連続的買入れおよび正の取得差額の 4 点に

関わっている。以下, これらを順次見てみょう (22)。 

(1)  リストラ引当金 

取得企業が被取得企業の活動を見直すことが当

初から計画されている場合, 従業員の解雇や工場

の閉鎖・移転に伴い生ずる予想費用を, 取得時の

資本連結において被取得企業の危険・費用引当金 

(｢リストラ引当金｣) として計上できるか否か。こ

の点について, 委員会内の意見は積極説と消極説

の二つに明確に分かれた。 

・積極説 

積極説は, リストラ費用が一定の条件の下で被

取得企業株式の取得価額の一部をなし, 当該企業

の識別可能な負債 (引当金) を構成すると考える

ものである。一定の条件には以下の諸点が挙げら

れた。 

・リストラの枠組の中で被取得企業内で生ずる

費用である。 

・リストラは取得・統合プランの一環で行われ, 

取得企業側でリストラの工程表が当初から作

成されている。 

・リストラに係る直接的費用のみが対象となる。 

・被取得企業の識別可能な負債として, リスト
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ラ引当金の計上は例外的なものであり, 厳格

に跡付ける場合にのみ認められる。 

・被取得企業は, 取得側組織に完全に統合され, 

独立性を有しない。 

・リストラの目標設定と工程表の作成は財務担

当責任者だけでなく, 経営執行者全体が関与

したものでなれければならない。 

・・・・消極説 

消極説の根拠としては, 乱用の恐れ, あるいは

その有効性を証明し検証するのが困難といった実

施上の観点からのもの, 取得側グループに関する

費用は, 本質上, 被取得企業に結びつけられない

といった概念的な観点からのものが挙げられた。 

問題は, 第一回連結差額の分解・割当てにおい

て, リストラ引当金を考慮できるのか否か。もし

可能な場合, 当該引当金は取得側企業に関係させ

うるのか。連結計算書類委員会はこれらの点につ

いて明確な解答を出すことができず, 国家会計審

議会における上部組織の ｢企業セクション｣ に審

議が委ねられた。 

2) 負の取得差額 

負の取得差額の処理に関して, 取得差額作業グ

ループが委員会に提案した方法は, 当該差額を非

貨幣性資産の全体に比例的な形で配分する処理方

法である。負の取得差額が計上されるのは, 当該

処理を行った後でも取得差額が残る場合 (すべて

の非貨幣性資産はゼロとなる) のみに限られる。当該

問題に関する論点は 2 つある。すなわち, 

イ) 非貨幣性資産の価額の削減は, その評価

が最も不確実な項目 (特に一定の無形資産) 

から行うことができるか。 

ロ) 国際会計基準 (IAS) の認めるオプション

的処理 (繰延収益処理) は認められるか。    

イ)の点に関して, 連結計算書類委員会は当該

処理を採用しなかった。その理由は, 無形要素を

認識し評価することを義務付けた1990年 1 月付

CNC 意見書以来の立場を否定することになるか

らである。結論として, 連結計算書類委員会は, 

負の取得差額について, 非貨幣性資産からの比例

的削減処理を採用した。 

ロ)の点に関しては, 連結計算書類委員会は意

見が分かれた。 

・正の取得差額は一定期間の償却により費用計

上される。負の取得差額を一定期間にわたり

収益に計上する処理はこれと首尾一貫した取

扱いである。また, 被取得企業では長期的に

見て損失計上することを考えれば, 収益に計

上する処理は論理的である。これらが積極的

意見の根拠として挙げられた。 

・これに対して, 消極的意見は, フランスの事

情を考慮したものである。すなわち, フラン

スでは, 市場シェアのような無形資産は必ず

しも償却する義務がなく, 負の取得差額の一

定期間にわたる収益への計上処理が, 場合に

より成果に対して重大な影響を持つ恐れがあ

ることが懸念されたのである。 

最終的に, 連結計算書類委員会は, IAS の採用

した繰延収益計上というオプション的処理を容認

するものの, 第一回連結差額の分解・割当てが非

償却無形資産の計上を生むときには, 収益への戻

入れを行わないという妥協案を採用した。なお, 

当該委員会は, 残余たる負の取得差額の戻入れ期

間については, 審議しなかった。 

3) 株式の連続的買入れ 

支配取得後の追加的取得に関して, 当該追加取

得時点の資産・負債の評価は問題とされない。こ

れにより, 生ずる差額はすべて取得差額として処

理され, 取得差額に評価差額部分とのれん部分が

混在する結果となる。 

追加取得時点の再見積もりの不在は, 支配獲得

から数年後に, 追加的な株式の取得が大量かつ純

資産持分の大きな部分に相当する場合には, 資

産・負債の経済的実態からの乖離を引き起こす恐

れがある。また, 取得差額が純粋に残余としての

性質でなく, 評価差額部分を含む可能性がある。

この点が連結計算書類委員会で指摘された。    

4) 正の取得差額 

国家会計審議会は, 1990年 1 月の CNC意見書に

おいて無形資産計上への道を開いたが, これを受

けて, 連結計算書類委員会は, 無形資産の評価方

法とその後の価値の検証方法を検討してきた。 

正の取得差額の処理に関して, 連結計算書類委

員会の意見は, 短期償却を支持する意見とこれに

消極的な意見の二つに分かれた。短期償却を支持

する意見は次のように考える。すなわち, 無形資

産は個別に識別されるので, 取得差額は残余的な
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性質のものとなり, その金額はより小さいものと

なる。取得差額の個別化不能性により, 毎決算時

にその価値を検証するのが可能でなく, その結果, 

取得差額の短期償却が適切な処理であると考える。

多額の取得差額がより長い期間 (最大20年) で償

却できるのは, 無形資産が識別できない例外的な

ケースだけである。 

これに対して, 短期償却に消極的な意見は, 取

得をいかに分析するのか, その償却期間はいかな

るものか, 毎年度末に引当金を設定すべきか, こ

れらの点を決定する責任は企業経営者にあり, 短

期償却はこれらの決定を彼らから取り上げるもの

と考える。 

最終的に, 連結計算書類委員会は正の取得差額

の処理に関する案をまとめることができず, 上部

組織の ｢企業セクション｣ に審議を委ねた。    

④ 1995年における ｢企業セクション｣ 報告 

｢企業セクション｣ (ドゥラブリエール (M. Delabrière) 

主宰) は, 1995年の 2 月 1 日および 3 月28日に, 第

一回連結差額に関する連結計算書類委員会の段階

報告を検討した。当該審議の内容が, CNCの1995

年第 1 四半期報告書に公表されている(23)。 

この ｢企業セクション｣ 報告は, 1)識別可能要

素の評価, および2)正の取得差額に関するもので

ある。負の取得差額などについては, 当該セクシ

ョンで指摘された意見に基づき, 連結計算書類委

員会が新たな提案を行うことになった。 

(1)  識別可能要素の評価 

1) ｢全面時価評価法｣ と ｢部分時価評価法｣ 

の選択適用    

この点について, 企業セクションは, 概念的に

は全面時価評価法が全部連結の考え方に近いもの

の, 連結計算書類委員会の見解を受け入れて, い

ずれの方法を選択するかは企業に委ねるのが望ま

しいとの結論に達した。    

2) ｢現在価値｣ 概念の採用    

用語として, 連結計算書類委員会が提案する 

｢現在価値 (valeur actuelle)｣ を採用するのか, ｢効

用価値 (valeur d'utilité)｣ をとるのか, あるいは英

語のフェア・バリューに相当する ｢公正価値 

(juste valeur)｣ を採用するのか。 

この点について, 企業セクションは, ｢現在価

値｣ の用語は財務に関して使用される ｢割引現在

価値｣ と混同される危険性を持つものの, 連結計

算書類委員会の提案を受け入れ, 最終的に ｢現在

価値｣ の用語を採用することを決定した。 

｢効用価値｣ は, 貸借対照表のすべての項目に

直接適用できない (いくつかの項目は市場価値ある

いは再調達原価を用いざるを得ない) という欠点を

持ち, ｢公正価値｣ は連結だけでなく, 評価のす

べてのケースをカバーするという利点を持つもの

の, 資本連結で ｢公正価値｣ 概念を採用した場合, 

個別会計における現在価値との差異を説明するの

が難しくなる。 

これに対して, ｢現在価値｣ は個別会計の期末

評価に採用されており, 当該第一回連結後に介在

する決算時の棚卸価値 (valeur d'inventaire) の基準

として役立つという大きな利点があるからである。 

(2)  資産・負債別の評価方法 

企業セクションは, 資産・負債別に連結計算書

類委員会の提案を検討した。この検討内容を見て

みたい。 

ⅰ) 一時所有有価証券：市場価値 

ⅱ) 債権[重要性のあるもの]：連結計算書類委

員会の提案では ｢長期債権｣ が割引計算の対象と

されたが, 企業セクションでは ｢すべての債権｣ 

を対象とする。ただし, 重要性の考え方が導入さ

れ, 割引現在価値が ｢額面価額と大きく異なると

き｣ に行われるものとされる。割引現在価値は回

収費用を控除し, さらに必要ならば貸倒引当金部

分を減じなければならない。しかしながら, 企業

セクションでは, 債権・債務の割引計算に反対す

る意見も見られた。 

ⅲ) 棚卸資産および未完成工事：この点に関し

て, 企業セクションの考え方は連結計算書類委員

会の提案と異なるものとなった。以下の企業セク

ションの指摘とともに, 連結計算書類委員会の提

案は返送された。 

イ) 同一原則がすべての棚卸資産および未完

成工事に適用されねばならない。すなわち, 

両者ともその ｢再調達原価｣ で評価される。 

ロ) 長期の棚卸資産については, 金融費用を
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含んだ再調達原価の概念を定義すべきであ

る。 

連結計算書類委員会案は, 一定の取得の場合, 

棚卸資産に含まれた利益は間接的に取得差額の中

に現れると考え, 被取得会社における完成品に係

る利益は取得価額の一部をなすと考えた。これに

より, 委員会案は, 製品および未完成工事の評価

額について, 売価または進行基準による契約金額

から販売に係る費用および正常利益を控除した価

額を採用した。 

これに対して, 企業セクションはこの考え方を

採用しなかった。完成品棚卸高は短期の実現可能

資産と同様に取り扱うことはできない。その理由

は, 取得は将来の収益性を考慮して行われるもの

であり, 次年度に棚卸資産の利益を実現するため

ではないと考えられたからである。 

また, 企業セクションは, 市場価格でなく再調

達原価での棚卸資産の評価を採用した。しかも, 

長期の棚卸資産の場合, 再調達原価にはその保有

期間に係る金融費用が加算される。 

ⅳ) 有形固定資産：連結計算書類委員会案と同

じである。すなわち, 使途 (使用予定か売却予定か) 

を考慮して, 

・使用を予定したもの; 再調達原価からこれら

固定資産の目的を考慮して正常な減耗率を減

じた金額 

・売却を予定したもの; 正味実現可能価値 

ⅴ) 無形固定資産：連結計算書類委員会案は, 

｢関係セクターの実務と一貫した規準に従い見積

もられる効用価値｣ を採用したが, 企業セクショ

ンは使途 (使用予定か売却予定か) に基づく複数の

価値概念を導入した。すなわち, 

・使用を予定したもの; 関係セクターの実務と

一貫した規準に従い見積もられる効用価値, 

市場価値, 再調達原価 

・売却を予定したもの; 正味実現可能価値 

なお, 企業セクションは, 国家会計審議会内に

無形固定資産の評価の問題を研究する特別作業ク

ループを創設することを要請した。 

ⅵ) 投資有価証券：連結計算書類委員会案は 

｢関係セクターの実務と一貫した規準に従い見積

もられる効用価値｣ を採用したが, 企業セクショ

ンは使途 (保有予定か売却予定か) に基づき, 売却

予定のものについては, 正味実現可能価値を採用

した。すなわち, 

・保有を予定したもの; 関係セクターの実務と

一貫した規準に従い, 取得者の観点から見積

もられる効用価値 

・売却を予定したもの; 正味実現可能価値 

ⅶ) 設備助成金：ゼロ価値。この点では, 連結

計算書類委員会案と同一であるが, 企業セクショ

ンは, ｢返済を生ずる可能性のある場合はこの限

りでない｣ との留保条件を追加した。 

ⅷ) 経営債務・金融債務[重要性のあるもの]：

債権の場合と同様, 連結計算書類委員会の提案で

は ｢長期経営債務・金融債務｣ が割引計算の対象

とされたが, 企業セクションでは ｢すべての経営

債務・金融債務｣ を対象する一方, 重要性の考え

方を導入し, 割引現在価値が ｢額面価額と大きく

異なるとき｣ に行われるものとされる。 

ⅸ) 危険・費用引当金：取得側の方法に従い計

算された割引現在価値。この点で, 連結計算書類

委員会案と同一であるが, 企業セクションはこれ

にも重要性の考え方を導入し, ｢当該評価は重要

性のある引当金に関わり, 経常的な経営の枠内で

毎年更新されない｣ との留保条件を付けた。 
また, 危険・費用引当金の評価間違いにより取

崩す場合, 当該取崩し額は損益ではなく, 取得差

額に含めることとされる。 

ⅹ) 退職給付引当金：これら契約に対応する潜

在的負債は, 分析が取得者の観点から行われるの

で, 連結流入時に認識されねばならない。この点

で, 連結計算書類委員会案と同一である。 

(3)  リストラ費用 

既述のとおり, 連結計算書類委員会では積極説

と消極説に意見が分かれ, 結論が出なかった。 

積極説は, 取得側企業の取得プロジェクトの中

に被取得企業のリストラが当初から組み込まれて

いる場合, これらリストラに係る費用を, 取得時

の資本連結において被取得企業の危険・費用引当

金 (リストラ引当金) として計上できるという考

え方である。引当金の相手勘定である取得差額部

分は 4 年または 5 年にわたり償却される。つまり, 

リストラ費用が被取得企業株式の取得原価の一部

をなし, 当該企業の識別可能負債とされる。 
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企業セクションの審議では, 大多数の委員が積

極説を批判した。すなわち, 

・被取得企業のリストラ引当金の計上により, 

その相手勘定となる取得差額部分はその残余

的性質のものでなくなる。これは取得差額の

定義と矛盾するものである。 

・無形資産の認識と割当ての後に, 取得差額が

ゼロである場合, 親会社は目的のなくなった

引当金 (例えば, 当初予定のリストラが実現され

なかった) の取崩しを会計処理するのが難し

くなる。 

企業セクションが最終的に採用した処理は消極

説である。すなわち, 

・取得により, 取得者側グループにおいて生ず

るリストラ費用は取得に特有の費用として, 

最大 5 年の短期間にわたり繰り延べ処理する。

特に, 事業の整理・統合などに係るリストラ

費用は, 被取得企業における引当金として計

上できない。 

・被取得企業に係るリストラが取得企業による

支配獲得前から被取得企業内で策定されてい

る場合, または取得とは独立した動機を有す

る場合, それら費用は, 被取得企業の負債 

(引当金) として認識される。    

また, リストラ引当金がすでに被取得企業の

B/S に計上された場合には, 他の危険・費用引当

金と同様に被取得企業の全体的評価において考慮

し, 被取得企業の負債として処理される。この場

合, 引当金は, 取得がなくても計上されているか

らである。 

さらに, リストラ引当金は, できる限り公正に

評価されねばならない。それを取崩す場合, 当該

取崩し額は取得差額に関係させる。 

｢企業セクション｣ の考え方は, 事業の整理・統

合の場合など, リストラ費用が取得に結びついて

いるとき, 当該整理・統合に係る経営者の意思決

定が会計上の取扱いにより影響されてはならない

という考え方である。 

(4)  正の取得差額 

企業セクションは, 取得差額に資産性があると

考えている。従って, 取得企業は取得差額を資産

として計上し, 被取得企業の全体的収益性の計算

にあたって考慮した期間に応じて規則的償却を行

う。償却が不十分と見られる場合には, 減価を認

識する必要性が指摘される。また, 複数の委員は, 

市場シェアなど一定の無形要素の認識問題が, 新

たに議論されねばならないと考えている。 

正の取得差額に関して, 企業セクションは, 

1990年 1 月の CNC 意見書の考え方に基づき, プ

ラン･コンタブルの連結規定を改正することを表

明した。また, 取得差額の自己資本への直接的計

上に関する研究を連結計算書類委員会に委任した。 
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